
1 事業の目的と運営方針

要介護状態又は要支援状態にある方に対して、可能な限りその居宅において

その有する能力に応じた自立した日常生活が出来るよう適切な指定訪問看護

又は、指定介護予防訪問看護を提供する事を目的とします。

また､関係市町村､地域の保険､医療。福祉サービスとの連携を図り、総合的な

サービスの提供に努めます。

2 事業者概要

 医療法人社団翠会

 東京都板橋区三園１丁目１９－１

 医療法人

 新貝　憲利

 ０３－３９３９－１１９１

 介護保険法令に基づき福岡県知事から  各事業所につき介護保険法令に基づき

 指定を受けている事業者名称  福岡県知事から指定を受けている住宅

 （指定番号）  サービスの種類

 行橋記念病院訪問看護ステーション  訪問看護

3 利用事業所

 利用事業所の名称  行橋記念病院訪問看護ステーション

 所在地  福岡県行橋市北泉３丁目９－１

 管理者の氏名  那須　裕太

 電話番号  ０９３０－２３－８１１１

 ＦＡＸ番号  ０９３０－２３－８１８９

 指定番号  ４０６７５９００４４

 サービス提供地域  行橋市・苅田町・みやこ町・築上町・小倉南区

4 利用者事業所の職員体制 （令和　７　年　1　月　１６　日現在）　　　

従業者の職種 員数 勤務の体制

看護師 １６ 名 常勤 ８ 名 兼務 ８ 名

准看護師 １ 名 常勤 ０ 名 兼務 １ 名

作業療法士 ０ 名 常勤 ０ 名 兼務 ０ 名

精神保健福祉士 1 名 常勤 1 名 兼務 ０ 名

事務員 １ 名 常勤 １ 名 兼務 ０ 名

5 営業日と営業時間

 営業日と営業時間  月曜日～土曜日  ９時～１７時

 休日  日曜、祝日、８／１３～８／１５

　   　　　　１２／３０～１／３

 ※２４時間対応体制

 電話番号

１

指定訪問看護・指定予防訪問看護
重要事項（行橋記念病院訪問看護ステーション）

 事業者名称

 主たる事務所の所在地

 法人種別

 代表者名



6 利用料

訪問看護サービスが、介護保険の適応を受ける場合、各利用者の負担割合に応じてお支払い

いただきます。但し、介護保険法令に基づいて、保険給付の償還払い（一旦あなたが利用料の

全額を支払い、その後市町村から９割の支払いを受ける場合）の方法をご希望の方はお申し出

下さい。

7 衛生管理等

訪問看護師等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行う。

①ステーションは事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努める。

②感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立する。

③感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成する。

④感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施する。

8 高齢者虐待防止のための措置

①ご利用者様の尊厳を守るという基本的な考えのもと、虐待は決して行いません。ご利用者

　様の人格を尊重する視点に立ってサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じると

　ともに、虐待を受けている恐れがある場には、ただちに防止策を講じ市町村へ報告とします。

②虐待防止のための指針を整備するとともにご利用者様の権利擁護、サービスの適正化に向けた

　定期的な職員研修等を実施するものとします。

③前項の措置を適正に実施するために虐待防止担当者を配置します。

9 身体拘束等の禁止

当事業所は、サービス提供にあたって、ご利用者様の生命または身体を保護するための緊急

やむを得ない場合を除き、身体拘束やその他利用者様の行動を制限する行為(以下、「身体拘束」

という)を行うことはありません。

10 ハラスメント対策

ステーションは、ハラスメント対策のための対応を、以下のとおりとする。

①職場において行われるハラスメントにより、訪問看護師等の就業環境が害されることを

　防止するための方針の明確化の必要な措置を講じる。

②カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化の必要な措置を講じる。

③職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化

　し、従業者に周知・啓発する。

④相談対応のための担当者や窓口を定め、従業者に周知する。

11 業務継続計画の策定等

ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護

(指定介護予防訪問看護)の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、

必要な措置を講じるものとする。

①ステーションは、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

　訓練を定期的に実施するものとする。

②ステーションは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

　行うものとする。
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12 苦情申し立て窓口

★サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。

当事業所 ご利用相談・苦情申し立て窓口

行橋記念病院訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 那須　裕太(訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ所長)

０９３０－２３－８１１１ ０９３０－２３－８１８９

池下　孝人（行橋記念病院医療安全管理責任者）

０９３０－２５－２０００ ０９３０－２５－３４７７

 行橋市役所　介護保険課  行橋市中央一丁目1番1号

 電　話　０９３０－２５－１１１１  ＦＡＸ　０９３０－２６－３０１７

 京築広域連合（代表）  行橋市中央一丁目2-1

 電　話　０９３０－２３－２９７０  ＦＡＸ　０９３０－２３－４８８０

 福岡県介護保険広域連合豊築支部  豊前市大字八屋1702-5

 電　話　０９７９－８４－１１１１  ＦＡＸ　０９７９－８４－１１１６

 苅田町役場　介護保険課  京都郡苅田町富久1-19-1

 電　話　０９３－４３４－５５４４  ＦＡＸ　０９３－４３５－００２３

 みやこ町役場　保険福祉課  京都郡みやこ町松山上田960

 電　話　０９３０－３２－２５１６  ＦＡＸ　０９３０－３２－４５６３

 築上町役場　保険福祉課福祉係  築上郡築上町大字椎田891-2

 電　話　０９３０－５６－０３００  ＦＡＸ　０９３０－５６－０３３４

 福岡県国民健康保険団体連合会  福岡市博多区吉塚本町13番47号

 電　話　０９２－６４２－７８５９  ＦＡＸ　０９３０－６４２－７８５７

 北九州市役所　介護保険課  北九州市小倉北区城内1番1号

 電　話　０９３－５８２－２７７１  ＦＡＸ　０９３－５８２－２０９５

 小倉南区役所　保健福祉課介護保険担当  北九州市小倉南区若園五丁目1番2号

 電　話　０９３－９５１－４１２７  ＦＡＸ　０９３－９２３－０５２０　
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泉高齢者相談支援センター

今元高齢者相談支援センター

中京高齢者相談支援センター

仲津高齢者相談支援センター

長峡高齢者相談支援センター

行橋高齢者相談支援センター

み
や
こ
町

みやこ町地域包括支援センター ０９３０－３２－８０３２

3

苅
田
町

地域包括支援センターかんだ ０９３－４３６－１３０１

地域包括支援センターおばせ ０９３０－２４－６５００

しらかわ相談窓口 ０９３０－２３－８６２７

虐待に関する問い合わせ

行
橋
市

０９３０－２３－６０００

０９３０－２２－１０１０

０９３０－２３－５６１６

０９３０－２６－１１８０

０９３０－２３－８２３６

０９３０－２３－８２２２

(代)
名　　称 行橋記念病院 担当者名

電話番号 Ｆ Ａ Ｘ

(直)
名　　称 担当者名

電話番号 Ｆ Ａ Ｘ



14 緊急時の対応・方法

利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかにかかりつけの医師に

連絡をとるなど緊急連絡先に連絡致します。また、必要な措置を講じます。

医療機関の名称 行橋記念病院

院長名 一甲　則男

所在地 福岡県行橋市北泉３丁目１１－１

電話番号 ０９３０－２５－２０００

診療科 内科・精神科

入院設備 有り

緊急指定の有無 無し

契約の概要 同一法人の経営である

15 事故発生時の対応・方法

事故が発生した場合は、利用者に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置を講ずるとともに、

速やかにご家族や市町村（保険者）、及び担当の居宅介護支援事業者、又は介護予防支援事業

者に連絡致します。

なお、事故が食中毒や伝染病等、地域性を有する場合は、事業所の所在する市町村及び保健所

への報告も行います。

16 賠償責任

事業者は、利用者に対する訪問看護サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体・財産に

損害が発生した場合は、速やかに利用者に対して損害を賠償します。

（但し、事業者に故意過失がなかった場合にはこの限りではありません。）

※介護サービスの情報公開制度を県庁ホームページに掲載中
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協力医療機関



　１　利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置

　基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継ぐように

　にも応えられるよう対応する。

  営業日、営業時間以外についても、転送電話、留守番電話で対応し、後日速やかに対応する。

　：　０９３０－２３－８１１１

　：　那須　裕太

　２　円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

　　ともに担当の職員からも事情を確認する。

　　所の職員全員で検討会議を行う。

　　取り事業組みの報告等）。

　④記録を台帳（パソコンのデータベース）に保管し、再発防止と今後の改善に役立てる。

　３　その他の参考事項

　　普段から苦情が出ないよう、利用者の立場に立ったサービス提供を心掛ける。

　①　毎日の朝礼で重要伝達事項の確認を行う。

　②　従業者の資質の向上のための研修機会を確保する。

　　・　全従業者を対象に、職場研修を年２回行う。

　４　公的機関の相談窓口

行橋市役所介護保険課 電　話　０９３０－２５－１１１１

京築広域連合（代表） 電　話　０９３０－２３－２２４４

福岡県介護保険広域連合豊築支部 電　話　０９７９－８４－１１１１

苅田町福祉課介護保険係 電　話　０９３－４３４－５５４４

みやこ町役場保険福祉課 電　話　０９３０－３２－２５１６

築上町役場保険福祉課福祉係 電　話　０９３０－５６－０３００

国民健康保険団体連合会 電　話　０９２－６４２－７８５９

北九州市役所介護保険課 電　話　０９３－５８２－２７７１

小倉南区役所保健福祉課介護保険担当 電　話　０９３－９５１－４１２７

　②苦情内容については管理者に報告するとともに、相談担当者が必要があると判断した場合は、

　③検討の結果等を踏まえて、必ず翌日までに具体的な対応をする（利用者が謝罪に行く、改善の

措  置  の  概  要

　相談・苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。また担当者が不在の時は、

　する。苦情の受付は口頭でも行うが窓口に「苦情・要望箱」を設置し、文書による苦情・要望

電 話 番 号

相 談 担 当 者

　①苦情があった場合は、直ちに相談担当者が本人または家族に連絡を取り、詳しい事情を聞くと

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

　事業所又は施設名 　行橋記念病院訪問看護ステーション

　申請するサービス種類 　訪問看護、介護予防訪問看護


